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議事事項
議案第１号 伊勢市地域防災計画の修正について
議案第２号 伊勢市南海トラフ地震対策推進計画の修   

         正について
事案第３号 伊勢市地震防災強化計画の修正について
議案第４号 伊勢市水防計画の修正について

報告事項
（１）伊勢市の防災に係る取り組み
（２）参加団体からの報告

次長 大矢 徹 様（津地方気象台 次長）
新たな防災気象情報の運用

本日の議題
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防災会議とは
市長が議長となり、関係機関（警察、消防、インフラ事業者など）が
集まり、地域の実情に合わせた「地域防災計画」を作成する会議

災害対策基本法第16条第１項に設置が規定

伊勢市地域防災計画とは
伊勢市専用の防災マニュアル

災害時にどのように住民とまちを守るか具体的に記載
災害対策基本法第42条第１項に防災会議が作成することが明記

伊勢市水防計画とは
伊勢市専用の防災マニュアル（台風や大雨専門）

台風や大雨から住民とまちをどのように守るか具体的に記載
水防法第33条第２項に防災会議に諮ることが明記

はじめに

▼伊勢市地域防災計画



議案 第１号 

伊勢市地域防災計画の修正について
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法改正・上位計画改正・時点修正に伴う改訂

主な修正の根拠

災害対策基本法等の法改正

三重県地域防災計画の改訂

避難所・協定等の時点修正



6防災会議で取り上げる修正点

災害対策基本法等の法改正 三重県地域防災計画の改訂 避難所・協定等の時点修正

７年度中心 方針 6年度中心 方針

避難所指定
小俣図書館（避難生活施設）
(株)ジェネラス（福祉避難所）

活動拠点
恩学堂

災害対策基本法
広域避難の情報提供
被災者援護協力団体
防災DX

B-Plo（新物資システム）
SOBO-WEB（新総合防災情報
システム）

備蓄の推進
年１回の公表

福祉サービスの提供
避難所

災害救助法
福祉サービスの提供

救助の種類・様式

衛星インターネット通信
機器

みえ防災ナビ



7災害対策基本法等の法改正への主な対応

災害対策基本法① 災害対策基本法②
広域避難の情報提供 被災者援護協力団体

災害対策基本法③
防災DX

例：輪島市から
  金沢市へ避難

輪島市役所
⇩

金沢市役所
援護情報

避
難
所
運
営
等

出典：内閣府

新総合防災情報システム(SOBO-WEB)

出典：内閣府

新物資システム（B-Plo）

令和６年能登半島地震を踏まえた法改正
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令和６年能登半島地震を踏まえた法改正

災害対策基本法等の法改正への主な対応

災害対策基本法④ 災害対策基本法⑤

備蓄の推進 福祉サービスの提供
災害救助法①
福祉サービスの提供

地方公共団体は、年一回、
備蓄状況を公表

・伊勢市では、地域防災計画
に備蓄状況を記載し公表済み
・毎年度更新を行い対応

DWAT
(災害派遣福祉チーム）

避難所 在宅避難者

静岡県牧之原市 台風15号 竜巻
（改正後初適用）

（実施例）

対象
避難生活において
配慮を必要とする
高齢者、障がい者、
乳幼児その他の者

費用の限度
当該地域における
通常の実費
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災害対策本部の通信手段の確保・アプリの提供

三重県地域防災計画の改訂

衛星インターネット通信機器 みえ防災ナビ
スターリンクの配備 三重県公式防災アプリ

出典：三重県出典：危機管理課撮影（伊勢市防災センター）
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避難所・活動拠点の追加
避難所・協定等の時点修正

避難所 活動拠点
避難生活施設（指定一般
避難所）

小俣図書館

応援職員・部隊の宿泊拠点
等

恩学堂
川端町

避難生活施設（指定福祉避
難所）

（株）ジェネラス
ナーシングホームマリモ

小俣町相合1271-1
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南海トラフ地震被害想定（三重県）の公表への対応

新たな気象情報への変更

令和８年度に修正を予定している主な内容



議案 第２号 

伊勢市南海トラフ地震防災対策推進計画
の修正について
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臨時情報発表時にとるべき対応の記載を充実
「特別な備え」を追記

すぐに避難行動ができるような態勢
非常持ち出し品の常時携帯

南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン改訂（内閣府）に伴う修正



議案 第３号 

伊勢市地震防災強化計画
の修正について
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現状に即し文言を修正
第15節 公共施設等対策計画

⑧上下水道施設
表記の見直しによる修正

送水⇒配水
⑨コンピュータ

多様なシステムの導入による表記の修正
コンピュータシステム⇒情報システム

軽微な修正



議案 第４号 

伊勢市水防計画
の修正について
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水防計画の修正について
 この度、水防計画を修正した内容は、下記のとおりです。

 ・五十鈴川の区域

 ・伊勢湾海岸の区域

 ・水防警報の基準

 ・洪水予報の区域、標題

 ・指定河川及び及び対象とする水位観測所など



報告事項（１） 

伊勢市の防災に係る取り組み
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①木造住宅の耐震化促進

②施設整備
宇治防災倉庫
防災井戸

③カムチャツカ半島付近を震源とする地震の
対応評価

④図上訓練を通じた課題の抽出

報告事項（１） 伊勢市の防災に係る取り組み



20①木造住宅の耐震化促進

■戸別訪問件数
　R7：3,702件（R8.2月末現在）　　　
　R6：4,589件
　R5：　 72件

■無料耐震診断
　R7：133件（R8.2月末現在）
　R6：490件
　R5：168件

■補助金

    ※R7は、R8.2月末現在

 昭和56年以前に建築された木造住宅の
耐震化の促進を図るため、対象住宅への
戸別訪問による働きかけや耐震補強工
事・耐震シェルター設置等の費用助成を
実施

区分 R7 R6 R5
耐震補強設計 27件 16件 5件

耐震補強工事 26件 6件 4件

耐震シェルター 12件 12件 4件

空家除却工事 169件 139件 107件

出典：危機管理課撮影
   （輪島市）

出典：三重県



21②施設整備（宇治防災倉庫）

多くの観光客が訪れる内宮エリアに、
観光客などの帰宅困難者や市民の
ための食糧等の物資を備蓄するた
めに令和7年度に整備。

令和7年11月完成
 鉄骨造平屋建
 延べ面積 198㎡

出典：危機管理課撮影



22②施設整備（防災井戸）

防災井戸のイメージ

大規模災害時の断水時に生活用水を確保するた
め、避難所（避難生活施設）となっている市内の
小中学校や避難所近くの公園に防災井戸の新規
整備を行っていく。

令和7年度 7か所整備予定
令和8年度 10か所整備予定

出典：危機管理課撮影
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東日本大震災以来の
津波警報発表

③カムチャツカ半島を震源とする地震の対応評価

主な出来事
第1回本部会議中に津波警
報発表
多くの住民が津波緊急避難
所へ
浸水想定区域内への侵入制
限（その後、津波の到達状
況を踏まえ緩和）

気象条件
熱中症警戒アラート発表中
最高気温 34.2℃



24市民向け調査

調査対象
LINE登録者
34,794名（2025.9.1時点）

調査期間
9月1日～9月26日

回収率
811名（2.33%）

市民向け調査の概要 分析方針
単純集計により全体像を
把握
必要に応じて属性別比較
と統計検定により、避難
行動を分けた要因を確認
公式Line登録者の回答で
あるため、市政・防災へ
の関心が比較的高い層を
含む可能性があり、属性
の偏りを踏まえて結果を
解釈する



25市民の回答者属性

295, 36%
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18, 2%
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佐八小学校区

豊浜西小学校区

豊浜東小学校区

中島小学校区

浜郷小学校区

東大淀小学校区

二見浦小学校区

御薗小学校区

みなと小学校区

宮山小学校区

明倫小学校区

有緝小学校区

伊勢市以外

答えたくない・わからない年代分布

性別

居住地区
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回答者の約80%は避難をしていない (649名/811名) 

避難の実態
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地震発生時点（8:25)

津波注意報発表時点(8:37)

津波警報発表時点(9:40)

津波の第1波到達予測時刻(11:30)

津波が継続して到達している時点(11:30～18:30)

津波警報から津波注意報への切替時点(18:30～)

津波注意報の解除時点(31日:10:45)

それ以降

避難していない
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警報発表で避難開始 → 警報発表中に戻った

避難の時期と自宅・職場へ戻った時期
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▲避難開始時期（n=162） ▲避難終了時期（n=158）
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避難の差を分けたのは「備え」より当日の判断と居場所

避難阻害要因への対策（避難指示区域内 n=206）

① 自宅からは避難しにくい
（自宅：避難無↑／避難有↓）

② 相談相手や避難の後押しが不足
（『避難すべき』『周りと相談不足』）

③ 避難する人の中にも
開始が遅れる層もいる

（避難群：『開始が遅れた』）

家庭の避難
ルール決定を
促進
防災講習
学校の宿題

想定される対策

データに基づく課題

近所への声かけ促進
防災講習
浸水想定区域内の市
役所職員（勤務・住
まい）

市からの情報発信文
の改善
避難の後押しを意識
した文言

避難開始まで
の準備時間を
短縮
防災講習
学校の宿題
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避難の有無は備えよりも居場所、避難指示の対象区域、
当日の判断が効いている

まとめ

①全体像

②何が避難の有無を分けるか

③避難阻害要因

④対策案

649/811(80%)は避難せず

避難開始は「警報発表」が最多

避難終了は「津波到達中～注意報切
替」が中心

避難対象区域内でも自宅に居た人は避難しな
い方が多い

非避難群の反省は「避難すべき」「相談すれ
ばよかった」

事前の備えでは避難の有無に差が出ない

避難指示対象の理解で有意差

対象でも避難しない層が存在

対象か不明層の多さも課題

家庭の避難ルール

近所への声かけ

避難開始までの時間短縮



30④図上訓練を通じた課題の抽出

◆課題

　・チームの壁を越えた横の連携
    ⇒通常業務との兼ね合い、職員の経験不足

　・〆切時間を意識した対応
    ⇒〆切時間から逆算して資料をまとめる
　　　 幹部職員や特定チームの課題でなく、全員で進捗管理

　・災害対応における目標設定の実践
　　⇒設定方法は概ね理解できたが、組織の情報発表へ繋がらず■訓練参加機関及び団体

 三重県、伊勢警察署、中部地方整備局三重河川国道事務所
 鳥羽海上保安部、陸上自衛隊第33普通科隊、
 中部電力パワーグリッド株式会社、東邦ガス株式会社
 西日本電信電話株式会社、伊勢市社会福祉協議会、
 三重県社会福祉協議会、伊勢市
 【災害協定市】
 愛媛県西条市、岐阜県中津川市、石川県加賀市
 長野県飯田市、静岡県袋井市
 ヤマト運輸株式会社、NPO法人みえ防災市民会議
 いせ市民活動センター、株式会社中日新聞社

 参加者数：199人

■図上訓練の目的
①役割の認識
 各チーム及び所属チームの役割と業務範囲を理解し、調整
②役割の理解
 模擬記者会見の30分前までに市長へのレクチャーを完了
③SMARTな目標設定
 市長が現状と災害対策本部の目標を対外発表できる状態を 
 目指す 

引き続き
訓練目標として

継続させる



報告事項（2） 

新たな防災気象情報の運用について

津地方気象台 次長  大矢 徹 様


